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本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、 

・平成９年９月和歌山県地方港湾審議会 

・平成９年１１月港湾審議会第 164 回計画部会 

の議を経、その後の変更については 

・平成１０年２月和歌山県地方港湾審議会 

・平成１１年６月和歌山県地方港湾審議会 

・平成１１年７月港湾審議会第 169 回計画部会 

・平成１３年５月和歌山県地方港湾審議会 

・平成１７年３月和歌山県地方港湾審議会 

・平成１８年３月和歌山県地方港湾審議会 

・平成２１年２月和歌山県地方港湾審議会 

・平成２３年２月和歌山県地方港湾審議会 

・平成２４年２月和歌山県地方港湾審議会 

・平成２５年１１月和歌山県地方港湾審議会 

・令和２年２月和歌山県地方港湾審議会 

・令和６年９月和歌山県地方港湾審議会 

の議を経た和歌山下津港の港湾計画を改訂するものである。 
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Ⅰ 港湾計画の方針 
１ 和歌山下津港への要請  

和歌山下津港は、紀伊水道をへだてて四国、淡路島を望む大阪湾口に

位置しており、古くから沿岸航路の定期船寄港地として栄え、昭和 26

年１月重要港湾に指定された。その後、鉄鋼、石油精製等の工業港とし

て、また、紀北地域を背後地域とする木材輸入港として発展し、昭和 40

年４月特定重要港湾に指定された。現在では、臨海部に立地する各種工

業及び紀北地域における流通拠点として重要な役割を果たしている。 

平成７年には釜山との外貿定期コンテナ航路が、令和 4 年には内貿ユ

ニットロード航路が開設され、今後は地域国際流通港湾としての役割が

増大することが見込まれている。令和３年の港湾取扱貨物量は外貿１，

１７４万トン、内貿１，２９５万トン(うちフェリー２６９万トン)合計

２，４６９万トンに達している。 

本港の背後地域においては、近畿自動車道の開通、関西国際空港の開

港に加え、京奈和自動車道等の高速交通体系が拡充されてきており、京

阪神地域との結びつきが強化されることから、関西圏の一翼を担う拠点

として、今後ますます発展することが期待されている。 

このため、本港においては、背後地域の発展に伴う物流需要の増大や、

コンテナ化の進展など物流形態の変化に対応した機能を確保するととも

に、輸送の効率化等により、地域産業の高度化・活性化を支援すること

が求められている。 

また、近年の港湾を取り巻く状況の変化に伴い、市民が海に親しむた

めの賑わいと潤いのある空間の形成等、多様な要請が寄せられている。 

また、和歌山下津港背後圏の自然・歴史・文化に溢れた多様な観光資

源を活かし、クルーズ船の寄港によるインバウンド需要の増大や交流拡

大への対応が期待されている。 

これらの状況を踏まえ、産業・物流機能を効果的に発揮させる観点で

は、地域の主力産業たる化学薬品や鉄鋼、鋼材等の物流の強化を図ると
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ともに、紀北地域の基礎物流インフラとしての役割を果たすため、一般

貨物の海上輸送機能及び内貿ユニットロードの取扱機能の強化が必要で

ある。 

交流・観光拠点の形成という観点では、観光立国・観光立県の実現に

寄与するため、クルーズ船入港への対応、みなとを核とした賑わいづく

りが必要である。 

災害に強い港づくりという観点では、地域の防災拠点として住民生活

や企業活動の継続に貢献するため、激甚化する災害に対応した港湾の強

靭化が必要である。 

また、気候変動による海面上昇及び高潮・高波リスクの増大が懸念さ

れていることから、今後、気候変動による影響を考慮した港湾施設や海

岸保全施設の整備が必要である。 
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２ 港湾計画の方針 

(１)港湾計画の方針 

将来の和歌山下津港において、紀北地域の経済活動を支え、主力産業

の海上物流拠点として立地企業の基礎物流インフラとしての役割を実現

するとともに、人が集い、賑わう拠点としても地域に貢献していくこと

を目指し、２０３０年代後半を目標年次として、以下のように港湾計画

の方針を定め、港湾計画を改訂する。 

 

１)紀北地域の産業・物流の強化に貢献し、立地企業の基礎物流インフラ

としての役割、モーダルシフト促進を図るため、一般貨物の海上輸送

機能及び内貿ユニットロードの取扱機能の強化を図る。 

 

２)恵み豊かな自然環境の享受と将来世代への継承に寄与するため、再生

可能エネルギー燃料及び循環資源の効率的な海上輸送、並びに環境負

荷の少ないＲＯＲＯ輸送の実現を図る。 

 

３)観光立国・観光立県の実現に寄与するため、クルーズ船入港への対応

に向けた取組、みなとを核とした賑わいづくりの伸展を図る。 

 

４)地域の防災拠点として住民生活や企業活動の継続に貢献するため、激

甚化する災害に対応した港湾の強靭化を図る。 

 

５)物流機能強化に伴って発生する浚渫土砂等の処理空間を確保する。 
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(２)港湾空間のゾーニング 

多様な機能が調和し、連携する質の高い港湾空間を形成するため、陸

域(約１，４００ｈａ)と水域(約１２，０００ｈａ)からなる港湾空間を

以下のように利用する。 

 

① 北港沖地区、青岸地区、西浜地区、和歌山港沖地区は、物流関連

ゾーンとする。 

② 北港地区、和歌山港沖地区、船尾地区、海南地区、大崎地区、下

津地区、沖山地区、有田地区は、生産ゾーンとする。 

③ 西脇地区、内港地区、大浦地区、琴ノ浦地区、海南地区の一部冷

水地区の一部、下津地区の一部は、船だまり関連ゾーンとする。 

④ 薬種畑地区は、人流ゾーンとする。 

⑤ 北港沖地区の一部、片男波地区、毛見地区は、緑地レクリエーシ

ョンゾーンとする。 

⑥ 北港沖地区の一部、西浜地区、毛見地区、船尾地区の一部は、交

流拠点ゾーンとする。 

⑦ 内港地区、雑賀崎地区は、港湾業務関連ゾーンとする。 
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Ⅱ 港湾の能力 

  
目標年次(2030 年代後半)における取扱貨物量を次のように定める。 

 

取
扱
貨
物
量
等 

外 貿 

(うち外貿コンテナ) 

  ８５０万トン 

(７万トン(４千ＴＥＵ)) 

内 貿 

(うち内貿フェリー) 

(うち内貿コンテナ) 

１，０７０万トン 

  (２８０万トン) 

(６万トン(４千ＴＥＵ)) 

合 計 １，９２０万トン 

船舶乗降旅客数等   ５０万人 

※端数処理のため、内訳の和は必ずしも合計とはならない 
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Ⅲ 港湾施設の規模及び配置 
１ 公共埠頭計画 

１－１ 北港地区 

公共埠頭の配置計画の見直しに伴い、以下の計画を削除する。 

 

既定計画 

水深７.５ｍ 岸壁 1 バース 延長１３０ｍ 

埠頭用地 ２ｈａ(荷さばき施設用地及び保管施設用地) 

 

１－２ 北港沖地区 

砂利・砂、コークス等の外内貿貨物を取り扱うため、公共埠頭を次

のとおり計画する。 

 

水深１２ｍ 岸壁 1 バース 延長２３０ｍ [新規計画] 

水深１０ｍ 岸壁１バース 延長１７０ｍ [既設] 

埠頭用地 １３ｈａ(荷さばき施設用地及び保管施設用地) 

[既定計画の変更計画] 

 

既定計画 

埠頭用地 １１ｈａ(荷さばき施設用地及び保管施設用地) 

 

１－３ 薬種畑地区 

セメント、化学薬品等の内貿貨物を取り扱うため、公共埠頭を次の

とおり計画する。 

 

水深７ｍ 岸壁１バース 延長４５ｍ [新規計画] 

埠頭用地 １ｈａ(荷さばき施設用地及び保管施設用地) 

[新規計画]           
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１－４ 西浜地区 

内貿ＲＯＲＯ貨物及び化学薬品、鉄鋼、金属くず、再利用資材等の

外内貿貨物を取り扱うため、公共埠頭を次のとおり計画する。 

 

水深１０ｍ 岸壁２バース 延長３６０ｍ [既設の変更計画] 

水深１０ｍ 岸壁１バース 延長１８０ｍ [新規計画] 

水深１０ｍ 岸壁１バース 延長２２０ｍ [新規計画] 

水深１３ｍ 岸壁１バース 延長２６０ｍ [既設] 

水深１２ｍ 岸壁１バース 延長２４０ｍ [既設] 

水深５.５ｍ 岸壁１バース 延長９０ｍ  [既設] 

埠頭用地 ３７ｈａ(荷さばき施設用地及び保管施設用地) 

               [新規計画・既設の変更計画] 

 

水深４.５ｍ 岸壁２バース 延長１２０ｍ [既設] 

水深３ｍ   物揚場    延長５０ｍ  [既設] 

埠頭用地 ２ｈａ(荷さばき施設用地及び保管施設用地) 

                    [既設] 

   既設 

水深１０ｍ 岸壁２バース 延長２８０ｍ  

埠頭用地 ２８ｈａ(荷さばき施設用地及び保管施設用地) 

 

なお、これに伴い次の施設を廃止する。 

既設 

水深１０ｍ  岸壁２バース 延長３７０ｍ 

水深５.５ｍ 岸壁３バース 延長３００ｍ 

水深４.５ｍ 岸壁３バース 延長１８０ｍ 
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１－５ 和歌山港沖地区 

原塩等の外内貿貨物を取り扱うため、公共埠頭を次のとおり計画す

る。 

 

水深１４ｍ 岸壁１バース 延長２６０ｍ [既定計画の変更計画] 

埠頭用地 １３ｈａ(荷さばき施設用地及び保管施設用地) 

[既定計画の変更計画] 

既定計画 

水深１４ｍ 岸壁２バース 延長５６０ｍ 

埠頭用地 ３４ｈａ(荷さばき施設用地及び保管施設用地) 

 

１－６ 船尾地区 

内貿ＲＯＲＯ貨物を取り扱うため、公共埠頭を次のとおり計画する。 

 

水深９ｍ 岸壁１バース 延長２２０ｍ [新規計画] 

埠頭用地 ３ｈａ(荷さばき施設用地及び保管施設用地) 

[新規計画] 

 

１－７ 下津地区 

 

水深４.５ｍ 岸壁２バース 延長２４０ｍ [既設] 

水深４ｍ   物揚場    延長１２０ｍ [既設] 

埠頭用地 １ｈａ(荷さばき施設用地及び保管施設用地) 

                    [既設] 

 

公共埠頭の配置計画の見直しに伴い、以下の計画を削除する。 

 

既定計画 

物揚場 水深４ｍ 延長６０ｍ 

埠頭用地 １ｈａ(荷さばき施設用地及び保管施設用地) 
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２ 旅客船埠頭計画 

２－１ 薬種畑地区 

公共埠頭の配置計画の見直しに伴い、以下の計画を削除する。 

 

既定計画 

水深１０ｍ 岸壁 1 バース 延長２８０ｍ(既設) 

水深３ｍ  物揚場    延長６０ｍ 

埠頭用地 １ｈａ(旅客施設用地) 

 

３ 危険物取扱施設計画 

３－１ 北港沖地区 

企業の事業計画の見直しに伴い、以下の計画を削除する。 

 

既定計画 

水深１４ｍ ドルフィン１バース(専用) 

 

３－２ 青岸地区 

 

水深６.５ｍ ドルフィン１バース(専用) [既定計画] 

 

水深４.５ｍ 岸壁 1 バース 延長３２ｍ [既設] 
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３－３ 沖山地区 

 

水深１４ｍ  ドルフィン２バース(専用) [既設] 

 

水深９.２ｍ ドルフィン２バース(専用) [既設] 

 

水深８.３ｍ ドルフィン１バース(専用) [既設] 

 

水深８.１ｍ ドルフィン１バース(専用) [既設] 

 

水深７.４ｍ ドルフィン１バース(専用) [既設] 

 

水深７ｍ   ドルフィン１バース(専用) [既設] 

 

水深６.３ｍ ドルフィン１バース(専用) [既設] 

 

水深６.２ｍ ドルフィン１バース(専用) [既設] 

 

企業の事業計画の見直しに伴い、以下の計画を削除する。 

 

既定計画 

水深４.５ｍ 岸壁３バース 延長１８０ｍ(専用) 

危険物取扱施設用地 ４ｈａ 
 

 

４ 専用埠頭計画 

４－１ 北港沖地区 

企業の事業計画の見直しに伴い、以下の計画を削除する。 

 

既定計画 

水深７ｍ ドルフィン１バース 

水深４.５ｍ 岸壁 延長７０ｍ 
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５ 水域施設計画 

係留施設を含む埠頭の計画に対応して、航路、泊地及び航路・泊地を

次のとおり計画する。 

 

５－１ 航路 

１) 和歌山港沖地区 

 

本港航路 水深１４ｍ 幅員２８０ｍ [既定計画] 

 

５－２ 泊地 

１) 北港沖地区 

 

水深１２ｍ [新規計画] 

 

水深１０ｍ [新規計画] 

 

また、危険物取扱施設計画の変更計画に伴い以下の泊地を廃止する。 

 

既設 

水深１４ｍ 

 

２) 青岸地区 

 

水深７.５ｍ 面積３ｈａ [既定計画] 

 

水深６.５ｍ 面積１ｈａ [既定計画] 
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３) 西浜地区 

 

水深１４ｍ 面積４９ｈａ [既定計画の変更計画] 

 

水深１０ｍ 面積１ｈａ   [既定計画の変更計画] 

 

既定計画 

水深１４ｍ 面積５９ｈａ 

水深１０ｍ 面積３ｈａ 
 

また、以下の泊地を廃止する。 

 

既設 

水深１０ｍ 

水深５.５ｍ 

 

 

４) 船尾地区 

 

水深９ｍ 面積１ｈａ [新規計画] 

 

５－３ 航路・泊地 

１) 北港地区 

 

水深１４ｍ [既設の変更計画] 

 

既設 

水深１４ｍ 
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６ 外郭施設計画 

港内の静穏度及び船舶航行の安全を図るため、外郭施設を次のとおり

計画する。 

 

６－１ 北港地区 

 

北港沖北防波堤 延長１,０００ｍ [既定計画] 

 

北港北防波堤  延長１１７ｍ   [既設] 

 

北港北防波堤  延長８０ｍ撤去  [既定計画] 

 

北港中防波堤  延長４００ｍ   [既設] 

 

北港西防波堤  延長５０ｍ    [既設] 

 

６－２ 北港沖地区 

 

    北港沖南防波堤 延長１，０００ｍ(うち３００ｍ工事中) 

 [既定計画] 

 

６－３ 青岸地区 

 

青岸北防波堤    延長３３０ｍ   [既設の変更計画] 

 

青岸北防波堤(２)  延長６０ｍ    [新規計画] 

 

一文字防波堤    延長１５６ｍ撤去 [新規計画] 

 

 北防波堤      延長２１０ｍ撤去 [既定計画] 

 

既設 

青岸北防波堤    延長６１０ｍ 
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６－４ 西浜地区 

    

南防波堤    延長４５０ｍ撤去 [既定計画] 

 

６－５ 和歌山港沖地区 

 

本港沖南防波堤 延長１，１５０ｍ  [既設の変更計画] 

 

本港沖外防波堤 延長２７ｍ撤去  [既定計画] 

 

本港沖副防波堤 延長１２３ｍ撤去 [既定計画] 

 

既設 

本港沖南防波堤 延長８８０ｍ 
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７ 小型船だまり計画 

漁船、官公庁船、プレジャーボート等の集約化を図るため、小型船だ

まりを次のとおり計画する。 

 

７－１ 西脇地区 

 

    泊地 水深２ｍ           [既設] 

    西脇防波堤①   延長１８０ｍ   [既設] 

    西脇防波堤②   延長１７０ｍ   [既設] 

二里ヶ浜防波堤  延長５０ｍ    [既設] 

物揚場 水深２ｍ 延長４１０ｍ   [既設] 

小型桟橋 ２基           [既設] 

船揚場 １８２ｍ          [既設] 

埠頭用地 ２ｈａ          [既設] 

 

利用船舶の減少に伴い、以下の計画を削除する。 

既定計画 

物揚場 水深２ｍ 延長３４０ｍ 

埠頭用地 １ｈａ 
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７－２ 内港地区 

 

泊地  水深３ｍ        [既設] 

泊地  水深２ｍ        [既設] 

物揚場 水深３ｍ 延長２００ｍ [既設] 

物揚場 水深２ｍ 延長４００ｍ [既設] 

物揚場 水深２ｍ 延長３３０ｍ [既設] 

物揚場 水深２ｍ 延長１７０ｍ [既設] 

物揚場 水深２ｍ 延長１００ｍ [既設] 

物揚場 水深２ｍ 延長８０ｍ  [既設] 

物揚場 水深２ｍ 延長７０ｍ  [既設] 

小型桟橋 ４基         [既設] 

埠頭用地 １ｈａ        [既設] 

 

作業船等の利用にも対応するため、次のとおり計画する。 

 

水深４.５ｍ 岸壁１バース 延長１２０ｍ  [新規計画] 

埠頭用地 １ｈａ             [新規計画] 

                      

泊地  水深４ｍ 面積２ｈａ       [既定計画] 

泊地  水深３ｍ 面積２ｈａ       [既定計画] 

物揚場 水深４ｍ 延長２００ｍ      [既定計画] 

物揚場 水深３ｍ 延長１８０ｍ      [既定計画] 

埠頭用地 １ｈａ             [既設] 

 

 

７－３ 薬種畑地区 

公共埠頭計画の見直しに伴い、以下の計画を削除する。 

既定計画 

物揚場  水深３ｍ 延長１２０ｍ 

埠頭用地 １ｈａ 
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７－４ 西浜地区 

 

南港北防波堤 １９０ｍ撤去        [既定計画] 

物揚場 水深２ｍ 延長２１７ｍ      [既設] 

小型桟橋 ６基              [既設] 

埠頭用地 １ｈａ             [既設] 

 

作業船等の利用にも対応するため、次のとおり計画する。 

 

泊地  水深５.５ｍ 面積６ｈａ     [新規計画] 

水深５.５ｍ 岸壁１バース 延長１００ｍ  [新規計画] 

埠頭用地 １ｈａ             [新規計画] 

 

７－５ 琴ノ浦地区 

 

泊地  水深２ｍ １ｈａ   [既定計画] 

物揚場 水深２ｍ 延長８０ｍ [既定計画] 

 

７－６ 大崎地区 

 

大崎防波堤    延長８５ｍ [既設] 

物揚場 水深３ｍ 延長９０ｍ [既設] 

埠頭用地 １ｈａ       [既設] 

 

利用船舶の減少に伴い、以下の計画を削除する。 

既定計画 

大崎南防波堤     延長３００ｍ 

物揚場 水深３ｍ   延長１１０ｍ 

物揚場 水深２．５ｍ 延長２５０ｍ 

埠頭用地 １ｈａ 
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７－７ 下津地区 

 

泊地  水深２ｍ 面積１ｈａ    [既定計画] 

物揚場 水深２ｍ 延長１６８ｍ   [既設] 

物揚場 水深２ｍ 延長１４０ｍ   [既定計画] 

埠頭用地 １ｈａ          [既定計画] 

 

物揚場 水深１．５ｍ 延長２００ｍ [既設] 

小型桟橋 １基           [既設] 

 

 

 



 19 

８ 臨港交通施設計画 

港湾における交通の円滑化を図るとともに、港湾と背後地域とを結ぶ

ため、臨港交通施設を次のとおり計画する。 

 

８－１ 道路 

１)北港地区 

臨港道路紀の川右岸線 

起点 臨港道路北港沖線 終点 旧国道２６号 

（県道和歌山阪南線）  ２車線 

[既定計画の変更計画] 

既定計画 

臨港道路紀の川右岸線 

起点 北港地区公共埠頭 終点 国道２６号  ２車線 

 

２)北港沖地区 

臨港道路北港沖二号線 

起点 北港沖地区公共埠頭 終点 臨港道路北港沖線   ２車線 

[新規計画] 

 

臨港道路北港沖線 

起点 北港沖地区公共埠頭 終点 臨港道路紀の川右岸線 ２車線 

[既定計画] 

 

３)薬種畑地区 

臨港道路薬種畑埠頭線 

起点 薬種畑地区フェリー埠頭 終点 臨港道路一号臨港道路 

２車線 

[既設] 

 

臨港道路三号臨港道路 

起点 臨港道路七号臨港道路 終点 臨港道路薬種畑埠頭線 

４車線 

［既設］ 

 

旅客船埠頭計画の見直しに伴い、以下の計画を削除する。 

既定計画 

臨港道路薬種畑埠頭線 

起点 薬種畑地区旅客船埠頭 終点 薬種畑地区フェリー埠頭 
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２車線 

 

４)西浜地区 

臨港道路西浜二号線 

起点 西浜地区公共埠頭  終点 臨港道路西浜線    ２車線 

［新規計画］ 

 

臨港道路西浜線 

起点 臨港道路和歌山港沖線 終点 臨港道路一号臨港道路  

４車線 

［既定計画］ 

 

臨港道路和歌山港沖線 

起点 和歌山港沖地区公共埠頭 終点 臨港道路西浜線 ２車線 

［既定計画］ 

 

臨港道路一号臨港道路 

起点 県道 16 号 終点 臨港道路二号臨港道路     ４車線 

［既設］ 

 

 

臨港道路七号臨港道路 

起点 西浜地区公共埠頭 終点 臨港道路一号臨港道路 ２車線 

［既設］ 

 

臨港道路八号臨港道路 

起点 臨港道路一号臨港道路 終点 臨港道路三号臨港道路 

２車線 

［既設］ 

 

臨港道路一二号臨港道路 

起点 臨港道路一号臨港道路 終点 西浜地区公共埠頭 ２車線 

［既設］ 
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５) 和歌山港沖地区 

臨港道路和歌山港沖線 

起点 和歌山港沖地区公共埠頭 終点 臨港道路西浜線  ２車線 

[既定計画の変更計画] 

既定計画 

臨港道路和歌山港沖線 

起点 和歌山港沖地区公共埠頭 終点 臨港道路西浜線  ２車線 

 

６) 船尾地区 

臨港道路船尾一号線 

起点 船尾地区公共埠頭 終点 臨港道路毛見二号線   ２車線 

[新規計画] 

 

８－２ その他の施設 

１) 西浜地区 

ヘリポート 面積１ｈａ [新規計画］ 

 



 22 

Ⅳ 港湾の環境の整備及び保全 
１ 廃棄物処理計画 

浚渫土砂や建設残土による土地造成を図るため、次の既定計画を削除

する。 

 

既定計画 

浚渫土砂、陸上残土１,０９０万㎥のうち５３０万㎥を廃棄物埋立

護岸により埋立処分するため、廃棄物処理について次のとおり計画す

る。 

和歌山港沖地区 廃棄物処理・活用用地 ３６ｈａ 

なお、廃棄物は土地造成の埋立用材として有効活用を図り、廃棄物

処理の終了した用地については、港湾関連用地２６ｈａ、交通機能用

地３ｈａ、緑地７ｈａとして土地利用を図る。 

また、浚渫土砂、陸上残土１,０９０万㎥のうち５６０万㎥につい

ては、和歌山港沖地区３９ｈａの土地造成の埋立用材として有効活用

を図る。 

 
 

２ 港湾環境整備施設計画 

本港において良好な港湾の環境の形成を図るための港湾環境整備施設

について、以下のとおり計画する。 

北港沖地区   緑地 ２５ｈａ   [既定計画・既定計画の変更計画] 

青岸地区    緑地 ７ｈａ     [新規計画・既定計画] 

和歌山港沖地区 緑地 ６ｈａ   [既定計画の変更計画] 

毛見地区    海浜 ７３５ｍ   [新規計画] 

    緑地 ２ｈａ     [新規計画] 

 

また、公共埠頭の見直しに伴い、次の既定計画を削除する。 

 

既定計画 

内港地区  緑地 １ｈａ 

薬種畑地区 緑地 ４ｈａ 

大崎地区  緑地 １ｈａ 

 

さらに、土地需要の変化に伴い、次の施設を廃止する。 

 

既設 

西浜地区  緑地 １ｈａ 
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Ⅴ 土地造成及び土地利用計画 
港湾施設の計画に対応するとともに、多様な機能が調和し、連携する

質の高い港湾空間の形成を図るため、土地造成計画及び土地利用計画を

次のとおり計画する。 

 

１ 土地造成計画 
単位：ｈａ 

用途 

地区名 
埠頭用地 

港湾関連 

用地 
工業用地 

都市機能 

用地 

交通機能 

用地 
緑地 合計 

青岸地区 
        (5) (5) 

        5 5 

西浜地区 
(11) (1)      (11) 

11 1      11 

和歌山沖地区 
(13) (6) (7)   (8) (6) (39) 

13 6 7   8 6 39 

琴ノ浦地区 
           

    1     1 

船尾地区 
(2)        (2) 

2        2 

合計 
(25) (6) (7)   (8) (11) (57) 

25 6 7 1 8 11 57 

注１)( )は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に、特に密接に関連する土地造成計画で内数である。 

注２)端数処理のため、内訳の和は必ずしも合計とはならない。 
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２ 土地利用計画 
単位：ｈａ 

用途 
地区名 

埠頭用地 
港湾関連 

用地 

交流厚生

用地 
工業用地 

都市機能 

用地 

交通機能 

用地 
緑地 公共用地 合計 

西脇地区 
(2) (3)       (4) 

2  3        4  

北港地区 
   (418)  (4)   (421) 

   418  7 4    428 

北港沖地区 
(13) (2)  (120)  (4) (29) (8) (177) 

13  2   120   4  29  8  177  

内港地区 
(4) (4)    (2)   (9) 

4  4     2    9 

青岸地区 
(11) (1)  (13)  (2) (7)  (33) 

11  1   13   2  7   33  

薬種畑地区 
(1) (5)    (4) (1)  (11) 

1  5     4  1  11  

西浜地区 
(41) (80)  (6)  (12)   (138) 

41  80   6   12    138  

雑賀崎地区 
(6)   (27)  (5) (4)  (42) 

6    27   5  4   42  

大浦地区 
(1)     (1)   (1) 

1      1   1  

和歌山港沖地区 
(13) (6)  (7)  (8) (6)  (39) 

13  6   7   8  6   39  

片男波地区 
     (1) (2)  (3) 

     1 2   3  

毛見地区 
(4) (2) (39)   (7) (3)  (55) 

4  2  39    7  3   55  

琴ノ浦地区 
(1)        (1) 

1    1     1  

船尾地区 
(3)   (117)  (3)   (123) 

3    117   3    123  

海南地区 
(3)   (48)  (1)   (51) 

3    48   1   51  

冷水地区 
(1)        (1) 

1         1  

大崎地区 
(1)   (23)     (24) 

1   23      24  

下津地区 
(1) (1)  (33)     (35) 

1  1   33      35  

沖山地区 
   (37)     (37) 

   37      37  

有田地区 
(2)   (169)  (1)   (171) 

2    169   1   171  

合計 
(104) (103) (39) (1,018)  (52) (50) (8) (1,374) 

104 103  39  1,018  7 52  50  8  1,381  

注１)( )は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に、特に密接に関連する土地利用計画で内数である。 

注２)端数処理のため、内訳の和は必ずしも合計とはならない。 

 

 

３ 海浜計画 

単位：ｍ 

用途 
地区名 

海浜 

毛見地区 
(735) 

735 

合計 
(735) 

735 

注１)( )は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に、特に密接に関連する海浜計画で内数である。 
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Ⅵ 港湾の効率的な運営に関する事項 
 

［港湾の効率的な運営に関する事項］ 

港湾の利便性やサービスの向上等、港湾の効率化を図るため、引き続

き、港湾利用者のニーズを把握するとともに利用促進活動を進める。 
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Ⅶ その他重要事項 
１ 国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能するために必要

な施設 

 

今回新規に計画する施設及び既に計画されている施設のうち、本港が

国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能するために必要な

施設は以下のとおりである。 

 

北港沖地区 

水深１２ｍ 岸壁１バース 延長２３０ｍ [新規計画］ 

 

西浜地区 

水深１３ｍ 岸壁１バース 延長２６０ｍ [既設］ 

水深１０ｍ 岸壁１バース 延長２２０ｍ [新規計画］ 

 

和歌山港沖地区 

水深１４ｍ 岸壁１バース 延長２６０ｍ [新規計画］ 

 

船尾地区 

水深９ｍ  岸壁１バース 延長２２０ｍ [新規計画］ 
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２ 大規模地震対策施設計画 

２－１ 緊急物資輸送の拠点として機能する施設 

以下の施設について、大規模地震が発生した場合に物資の緊急輸送、

住民の避難等に供するとともに、国内海上幹線物流機能を維持するた

め、大規模地震対策施設として計画する。 

 

北港地区 

 大規模地震対策施設の配置の見直しに伴い、以下の計画を削除する。 

 

既定計画 

水深７．５ｍ 岸壁 １バース 延長１３０ｍ 

 

北港沖地区 

水深１２ｍ 岸壁１バース 延長２３０ｍ [新規計画］ 

埠頭用地  １ｈａ           [新規計画］ 

緑地    ５ｈａ           [新規計画］ 

臨港道路 臨港道路北港沖線       [新規計画］ 

起点 北港沖地区公共埠頭 終点 臨港道路紀の川右岸線 ２車線 

 

 

西浜地区 

水深１２ｍ 岸壁１バース 延長２４０ｍ [既設］ 

埠頭用地   ５ｈａ          [新規計画] 

交通機能用地 １ｈａ          [新規計画］ 

臨港道路 臨港道路七号臨港道路     [既設] 

起点 西浜地区公共埠頭 終点 臨港道路一号臨港道路 ２車線 

 

船尾地区 

水深９ｍ 岸壁１バース 延長２２０ｍ [新規計画］ 

埠頭用地 １ｈａ           [新規計画] 

臨港道路 臨港道路船尾１号線     [新規計画] 

起点 船尾地区公共埠頭 臨港道路毛見二号線     ２車線 
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２－２ 幹線貨物輸送の拠点として機能する施設 

今回計画している施設のうち、以下の施設について、大規模地震が

発生した場合に必要な海上幹線物流機能を維持するため、大規模地震

対策施設として計画する。 

 

西浜地区 

水深１０ｍ 岸壁１バース 延長２２０ｍ [新規計画］ 

 

 

３ 港湾施設の利用 

３－１ 物資補給等のための施設 

貨物船、作業船等の待機並びに物資補給の用に対応するため、既存

施設を有効に活用し、物資補給等のための施設を以下のとおり計画す

る。 

 

１) 西浜地区 

水深 ４ｍ 物揚場 延長２４０ｍ(物資補給岸壁) [既設] 
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４ その他港湾の開発、利用及び保全に関する事項 

４－１ 橋梁の桁下空間の確保 

港湾を利用する船舶の航行上支障がないよう、橋梁の桁下空間を次

のとおり計画する。 

 

橋梁名(仮称) 桁下空間 

西浜大橋 中央幅 幅８０ｍ  高さ N.H.H.W.L.＋２３ｍ 

注１)N.H.H.W.L.は、略最高高潮面であり D.L. ＋２．１３ｍとする。 

[既定計画の変更計画] 

 

既定計画 

橋梁名(仮称) 桁下空間 

西浜大橋 中央幅 幅８０ｍ  高さ N.H.H.W.L.＋１６ｍ 

注１)N.H.H.W.L.は、略最高高潮面であり D.L. ＋２．１３ｍとする。 

 

４－２ 開発空間の留保 

和歌山港沖地区地先については、将来の貨物需要・土地需要に対応

するための開発空間として留保し、今後、その具体化を検討する。 

[新規計画］ 

 

４－３ 廃棄物処理への対応 

廃棄物の処分用地を確保するため、和歌山港沖地区の３８ｈａの土

地造成において、浚渫土砂及び建設残土の廃棄物処理を計画する。 

[新規計画］ 


